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う
ら

「
人
知
ら
ず
し
て
憔
み
ず
、
亦
た
君
子
な
ら
ず
や
（
人
不
知
而

不
憔
、
不
亦
君
子
乎
）
」
。

『
論
語
』
学
而
篇
冒
頭
章
に
も
見
え
る
通
り
、
「
君
子
」
は
、
儒

家
思
想
に
お
け
る
最
重
要
語
の
―
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
年

公
開
が
進
め
ら
れ
て
い
る
戦
国
楚
簡
を
手
が
か
り
に
し
て
、
儒
家

思
想
に
お
け
る
「
君
子
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

『
季
康
子
問
於
孔
子
』
『
君
子
為
證
』
『
弟
子
問
』
は
、
『
上
海

博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
（
馬
承
源
主
編
、
上
海
古
籍
出
版

社
、
二

0
0
五
年
十
二
月
）
に
収
録
さ
れ
た
儒
家
系
文
献
で
あ
る
。

『
季
康
子
問
於
孔
子
』
は
、
魯
の
季
康
子
と
孔
子
と
の
問
答
形
式

序

戦
国
楚
簡
に
お
け
る
「
君
子
」

言 戦
国
楚
簡
と
儒
家
思
想
ー

中
国
研
究
集
刊
為
号
（
総
四
十
三
号
）
平
成
十
九
年
六
月
―
|
―
七
頁

「
君
子
」

に
よ
り
、
「
君
子
の
大
務
」
に
つ
い
て
説
く
文
献
。
『
君
子
為
證
』

は
冒
頭
簡
に
「
君
子
為
證
」
の
四
字
が
あ
る
の
に
基
づ
く
仮
称
で

あ
り
、
「
君
子
」
の
言
動
を
―
つ
の
主
題
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
弟

子
問
』
も
孔
子
と
弟
子
と
の
対
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
、
「
君
子
」
に
つ
い
て
の
問
答
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
三
文
献
は
、
「
君
子
」
を
重
要
な
話
題
と
し
て
い
る
点
で
、
大
き

な
共
通
性
を
持
つ
。

ま
ず
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
は
、
次
の
よ
う
な
問
答
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
る
（
注
1
)
0

0
1
季
康
子
問
於
孔
子
…
…
、
請
問
、
君
子
之
従
事
者
於
民
之

0
2
【
上
、
君
子
之
大
務
何
。
孔
子
日
、
仁
之
】
徳
、
此
君
子

之
大
務
也
。
康
子
日
、
請
問
、
君
子
在
民
0
3
之
上
、
執
民
之

中
、
施
教
於
百
姓
、
而
民
不
服
焉
、
是
君
子
之
恥
也
。
（
季
康

子
、
孔
子
に
問
う
。
…
…
、
請
問
す
、
君
子
の
事
に
従
う
者

の
意
味
ー

湯

浅

邦

弘

(1) 



の
民
の
上
に
於
け
る
や
、
君
子
の
大
務
と
は
何
ぞ
や
。
孔
子

い
つ
く
し

日
く
、
之
を
仁
む
に
徳
を
以
て
す
。
此
れ
君
子
の
大
務
な

り
。
康
子
日
く
、
請
問
す
、
君
子
は
民
の
上
に
在
り
て
、
民

の
中
を
執
り
、
教
え
を
百
姓
に
施
す
。
而
る
に
民
服
さ
ざ
る

は
、
是
れ
君
子
の
恥
な
り
。
）

こ
こ
で
季
康
子
は
、
「
政
治
に
従
事
す
る
君
子
が
民
に
臨
む
場
合
、

そ
の
君
子
の
最
大
の
任
務
は
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
う
。
こ
れ
に

対
し
て
孔
子
は
、
「
徳
に
よ
っ
て
民
を
慈
し
む
の
が
、
君
子
の
大
い

な
る
務
め
で
す
」
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、
季
康
子
の
念
頭
に
あ
っ

た
の
は
、
為
政
者
と
し
て
の
「
君
子
」
で
あ
り
、
孔
子
も
、
徳
に

よ
っ
て
民
を
慈
愛
し
、
民
を
教
化
す
る
の
が
君
子
の
務
め
で
あ
る

と
説
く
。
ま
た
、
民
に
信
頼
さ
れ
な
い
こ
と
を
「
君
子
の
恥
」
で

あ
る
と
述
べ
る
。

ま
た
、
次
の
一
節
に
も
、
「
君
子
」
の
条
件
が
示
さ
れ
る
。

1
5
A
孔
子
日
、
言
則
美
突
。
然
09
異
於
丘
之
所
聞
。
丘
聞
之
、

威
文
中
有
言
日
、
君
子
強
則
遺
、
威
則
民
不
1
0
A
道
、
歯
(
?
)

則
失
衆
、
猛
則
無
親
、
好
刑
則
l
O
B
不
祥
、
好
殺
則
作
乱
。

是
故
賢
人
之
居
邦
家
也
、
夙
興
夜
麻
、

19
降
（
？
）
描
以
比
、

民
之
勘
（
？
）
美
、
弁
悪
母
蹄
。
（
孔
子
日
く
、
言
は
則
ち
美

な
り
。
然
れ
ど
も
丘
の
聞
く
所
と
異
な
れ
り
。
丘
之
を
聞
く
、

う
し
な

威
文
中
に
言
有
り
て
日
く
、
君
子
強
な
れ
ば
則
ち
遺
い
、

ィ

し
た
が

威
な
れ
ば
則
ち
民
道
わ
ず
、
歯
わ
ば
則
ち
衆
を
失
い
、
猛

な
れ
ば
則
ち
親
し
む
無
く
、
刑
を
好
め
ば
則
ち
祥
な
ら
ず
、

殺
を
好
め
ば
則
ち
乱
を
作
す
。
是
の
故
に
賢
人
の
邦
家
に
居

る
や
、
夙
に
興
き
夜
に
麻
ね
、
降
描
し
て
以
て
比
ぶ
れ
ば
、

民
は
之
れ
美
を
勧
め
、
悪
を
奔
て
て
帰
す
る
母
し
。
）

こ
こ
で
は
、
孔
子
が
威
文
中
の
言
を
引
用
す
る
形
で
、
「
君
子
強

う

し

な

し

た

が

な
れ
ば
則
ち
遺
い
、
威
な
れ
ば
則
ち
民
道
わ
ず
」
と
説
い
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
強
権
的
政
治
を
し
な
い
点
が
君
子
の
要
件
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
「
歯
」
「
猛
」
「
好
刑
」
「
好

殺
」
も
、
民
の
信
頼
を
失
い
国
家
の
混
乱
を
招
く
要
素
と
し
て
強

く
否
定
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
賛
美
さ
れ
る
要
件
と
し
て
は
、
「
朝

早
く
起
き
夜
遅
く
に
寝
る
」
と
い
う
勤
勉
な
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。こ

う
し
た
高
い
道
徳
性
を
有
す
る
為
政
者
と
し
て
の
「
君
子
」

像
は
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
中
で
一
貫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

.
1
1
B
孔
子
1
8
A
辟
日
、
子
之
言
也
已
重
。
丘
也
聞
、
君
子
05

面
(
?
)
事
皆
得
。
其
勘
而
強
之
、
則
邦
有
幹
。
（
孔
子
辞
し

は
な
は

て
日
く
、
子
の
言
や
．
巳
だ
重
し
。
丘
や
聞
く
、
君
子
は
面

す
る
に
事
皆
得
た
り
。
其
の
勧
め
て
之
に
強
む
れ
ば
、
則
ち

邦
に
幹
有
り
。
）

.
2
3
然
則
邦
平
而
民
随
突
。
此
君
子
従
事
者
之
所
商
趨
（
？
）

な
ご

也
。
（
然
ら
ば
則
ち
邦
は
平
か
に
し
て
民
は
随
め
り
。
此
れ

す
す

君
子
の
事
に
従
う
者
の
商
み
趨
く
所
な
り
。
）

(2) 



前
者
で
は
、
「
君
子
」
が
政
治
に
勤
勉
に
従
事
す
る
と
「
邦
」
に

根
幹
が
形
成
さ
れ
る
、
と
孔
子
が
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
は
、

竹
簡
の
連
接
が
未
詳
で
あ
る
た
め
、
誰
の
発
言
で
あ
る
か
確
定
で

き
な
い
が
、
や
は
り
、
「
君
子
」
は
国
の
平
穏
と
民
の
親
睦
と
を
も

た
ら
し
う
る
存
在
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
『
君
子
為
證
』
の
冒
頭
部
分
を
確
認
し
て
み
よ
う
（
注
2
)
0

0
1
顔
淵
侍
於
夫
子
。
夫
子
日
、
回
、
君
子
為
證
、
以
依
於
仁
。

顔
淵
作
而
答
日
、
回
不
敏
、
弗
能
少
居
。
夫
子
日
、
坐
、
吾

語
汝
。
言
之
而
不
義
、

02
口
勿
言
也
。
視
之
而
不
義
、
目
勿

視
也
。
聴
之
而
不
義
、
耳
勿
聴
也
。
動
而
不
義
、
身
母
動
焉
。

顔
淵
退
、
敷
日
不
出
。
（
顔
淵
、
夫
子
に
侍
す
。
夫
子
日
く
、

回
よ
、
君
子
は
礼
を
為
す
に
、
仁
に
依
る
を
以
て
す
と
。
顔

た

し

ば

淵
作
ち
て
答
え
て
日
く
、
回
は
不
敏
に
し
て
、
少
ら
く
も
居

る
こ
と
能
わ
ず
と
。
夫
子
日
く
、
坐
せ
、
吾
は
汝
に
語
げ
ん
。

之
を
言
い
て
不
義
な
れ
ば
、
口
言
う
こ
と
勿
か
れ
。
之
を
視

て
不
義
な
れ
ば
、
目
視
る
こ
と
勿
か
れ
。
之
を
聴
き
て
不
義

な
れ
ば
、
耳
聴
く
こ
と
勿
か
れ
。
動
き
て
不
義
な
れ
ば
、
身

動
く
こ
と
母
か
れ
と
。
顔
淵
退
き
て
、
数
日
出
で
ず
。
）

ま
ず
、
顔
回
に
対
し
て
、
孔
子
が
「
君
子
は
礼
を
為
す
に
、
仁

に
依
る
を
以
て
す
」
と
説
き
始
め
、
そ
の
真
意
を
理
解
で
き
な
い

顔
回
に
、
孔
子
が
そ
の
意
味
を
説
明
し
て
い
く
と
の
場
面
設
定
が

明
ら
か
に
な
る
。
孔
子
の
解
説
は
、
「
不
義
」
の
も
の
ご
と
に
つ
い

て
は
、
言
わ
ず
、
見
ず
、
聞
か
ず
、
動
か
ず
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
、
顔
回
は
理
解
で
き
ず
、
孔
子
の
も
と
を
退
い
た
後
、
「
数

日
出
で
ず
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
は
、
断
簡
も
あ
り
、
連
接
未
詳
の
部
分
も
残
る
が
、
概

ね
、
孔
子
が
「
君
子
」
の
様
態
に
つ
い
て
顔
回
に
説
く
と
い
う
内

容
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

04
【
顔
】
淵
起
適
席
日
、
敢
問
何
謂
也
。
夫
子
【
日
】
、
知
而

【
能
】
信
、
斯
人
欲
其
0
9
B
也
。
貴
而
能
譲
、
【
則
】
斯
人
欲

長
貴
也
。
（
顔
淵
起
ち
て
席
を
通
え
て
日
く
、
敢
て
問
う
何
の

謂
ぞ
や
と
。
夫
子
日
く
、
知
な
る
も
能
く
信
な
れ
ば
、
斯
人

は
其
の
…
…
を
欲
す
る
な
り
。
貴
な
る
も
能
＜
譲
れ
ば
、
則

ち
斯
人
は
其
の
長
く
貴
た
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
）

こ
こ
で
は
、
孔
子
が
顔
回
の
問
い
に
対
し
て
、
「
智
恵
が
あ
っ
て

も
そ
れ
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
な
く
逆
に
誠
意
を
示
せ
ば
、
人
々
は

…
…
と
願
う
。
尊
い
身
分
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と

な
く
逆
に
謙
遜
の
態
度
を
示
せ
ば
、
人
々
は
そ
の
人
が
長
く
貴
人

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
」
と
答
え
る
。
こ
の
部
分
も
、
君
子
の

要
件
を
解
説
し
た
部
分
と
推
測
さ
れ
る
。
「
知
」
と
「
貴
」
（
尊
い

身
分
）
と
が
君
子
の
基
礎
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ

る。
そ
の
後
続
簡
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(3) 



.
0
5
凡
色
母
憂
、
母
佛
、
母
作
、
母
揺
、
母
…
…
。
（
凡
そ
色
は

憂
う
る
母
か
れ
、
佛
し
く
す
る
母
か
れ
、
作
ず
る
母
か
れ
、

揺
ら
す
母
か
れ
。
）

.
0
6
凡
目
母
遊
、
定
見
是
求
。
母
欽
母
去
、
聴
之
晉
徐
、
稲
其

衆
寡
。
（
凡
そ
目
は
遊
ぶ
こ
と
母
く
、
定
見
を
是
れ
求
む
。
欽

む
こ
と
母
＜
去
る
こ
と
母
く
、
之
を
聴
く
に
晉
徐
た
り
て
、

其
の
衆
寡
を
称
る
。
）

.
0
8

【
其
在
】
廷
則
欲
齊
齊
、
其
在
堂
則
…
・
:
（
其
の
廷
に
在

れ
ば
則
ち
斉
斉
た
ら
ん
と
欲
し
、
其
の
堂
に
在
れ
ば
則
ち
…

…） 

第
五
簡
は
人
の
容
色
に
つ
い
て
説
く
。
憂
鬱
、
軽
率
、
羞
恥
、

動
揺
の
表
情
を
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
第
六
簡
で

も
、
「
凡
そ
目
は
遊
ぶ
こ
と
母
く
、
定
見
を
是
れ
求
む
」
と
、
目
線

が
定
ま
ら
な
い
こ
と
を
戒
め
る
。
第
八
簡
で
は
、
朝
廷
で
の
態
度

が
整
然
た
る
べ
き
こ
と
を
説
く
。

こ
こ
に
直
接
「
君
子
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
君
子

為
證
』
冒
頭
簡
か
ら
の
文
脈
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
、

為
政
者
と
し
て
の
理
想
的
君
子
に
つ
い
て
説
い
た
内
容
と
推
測
さ

れ
る
。次

に
、
『
弟
子
問
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
弟
子
問
』
は
残
簡

が
多
く
、
ほ
と
ん
ど
の
竹
簡
に
つ
い
て
連
接
を
確
定
で
き
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
簡
に
は
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
文
言
が
見

ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

1
1
宰
我
問
君
子
。
子
（
注
3
)
日
、
予
、
汝
能
慎
始
典
終
、
斯
善

突
、
為
君
子
乎
。
2
4
（
注
4
）
汝
焉
能
也
。
（
宰
我
、
君
子
を
問
う
。

子
日
く
、
予
、
汝
能
く
始
め
と
終
わ
り
と
を
慎
め
ば
、
斯
れ

善
し
。
君
子
為
る
か
。
汝
、
焉
ん
ぞ
能
く
せ
ん
。
）

こ
の
第
十
一
簡
•
第
二
十
四
簡
で
は
、
宰
我
が
孔
子
に
対
し
て

「
君
子
」
と
は
何
か
を
質
問
し
て
い
る
。
孔
子
の
答
え
は
、
「
始
め

と
終
わ
り
と
を
慎
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
宜
し
い
。
君
子
と
言
え

よ
う
。
お
前
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

宰
我
（
名
は
予
、
字
は
子
我
）
は
孔
門
十
哲
の
一
人
で
、
言
語
・

弁
論
に
優
れ
、
斉
に
仕
え
、
都
の
大
夫
と
な
っ
た
。
『
論
語
』
を
初

め
と
す
る
伝
世
文
献
に
は
、
宰
我
が
孔
子
に
「
君
子
」
に
つ
い
て

質
問
し
た
と
い
う
記
載
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
文
献
で
は
、

そ
う
し
た
問
答
が
孔
子
と
宰
我
の
間
で
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。な

お
、
「
始
め
と
終
わ
り
と
を
慎
」
む
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
、

他
の
伝
世
文
献
『
左
伝
』
『
礼
記
』
な
ど
に
も
ほ
ぼ
同
意
の
文
が
見

え
る
。•

大
叔
文
子
聞
之
日
、
…
…
君
子
之
行
、
思
其
終
也
、
思
其
復

也
。
書
日
、
慎
始
而
敬
終
、
終
以
不
困
（
察
仲
之
命
）
。
詩
日
、

夙
夜
匪
解
、
以
事
一
人
（
大
雅
・
悉
民
）
。
（
大
叔
文
子
之
を
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聞
き
て
日
く
、
…
…
君
子
の
行
い
は
、
其
の
終
わ
り
を
思
い
、

其
の
復
び
す
る
を
思
う
な
り
。
書
に
日
く
、
始
め
を
慎
み
て

終
わ
り
を
敬
め
ば
、
終
わ
り
に
以
て
困
ら
ず
と
。
詩
に
日
く
、

お
こ
た

夙
夜
解
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
一
人
に
事
う
と
。
）
（
『
左
伝
』
襄

公
二
十
五
年
）

つ
か

•
子
日
、
事
君
慎
始
而
敬
終
。
（
子
日
く
、
君
に
事
う
る
に
は

始
め
を
慎
み
て
終
わ
り
を
敬
む
。
）
（
『
礼
記
』
表
記
篇
）

『
左
伝
』
襄
公
二
十
五
年
の
用
例
は
、
衛
の
献
公
の
帰
国
を
安

易
に
承
諾
し
た
宵
喜
を
批
判
す
る
大
叔
文
子
の
言
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
始
め
と
終
わ
り
を
慎
む
の
が
「
君
子
」
の
行
い
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
礼
記
』
で
は
、
孔
子
の
言
と
し
て
、
「
始
め

を
慎
み
て
終
わ
り
を
敬
む
」
の
が
「
君
に
事
」
え
る
際
の
要
諦
で

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
文
も
、
こ
の
『
弟
子
問
』
と

の
類
縁
性
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
博
楚
簡
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
『
君
子
為
證
』

『
弟
子
問
』
に
お
け
る
「
君
子
」
は
、
概
ね
為
政
者
（
上
位
者
）

と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
『
弟
子
問
』
の
一
条
に
つ
い
て
は
、
『
礼

記
』
の
用
例
を
参
考
に
す
る
と
「
事
君
」
者
（
君
主
に
仕
え
る
臣

下
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
概
に
「
君
子
」
と
は
言

っ
て
も
、
ど
の
程
度
の
為
政
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
「
君
子
」

の
中
に
君
主
は
含
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
、
な
ど
に
つ
い
て
慎
重
な

分
析
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
『
従
政
』

（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
所
収
）
で
あ
る
。
「
従

政
」
と
は
、
内
容
に
基
づ
く
仮
称
で
あ
る
が
、
こ
の
文
献
で
は
、

「
従
政
」
者
た
る
「
君
子
」
の
様
態
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
『
従

政
』
で
は
、
国
政
に
参
与
し
う
る
よ
う
な
優
れ
た
重
臣
を
「
君
子
」

と
定
義
す
る
。
ま
た
、
「
君
子
」
の
言
動
は
、
単
な
る
理
念
と
し
て

記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
儒
家
集
団
自
身
に
と
っ
て
必
要
と
さ

れ
た
「
従
政
」
の
際
の
具
体
的
心
得
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
（
注

5
)
0

こ
の
「
君
子
」
の
立
場
を
端
的
に
表
明
す
る
の
が
、
次
の
一
節
で

あ
る
。

【
先
】
1
7
人
則
啓
道
之
、
後
人
則
奉
相
之
、
是
以
日
君
子
難

得
而
易
使
也
。
其
使
人
器
之
。
小
人
先
之
、
則
絆
敢
之
。
【
後

人
】
1
8
則
暴
毀
之
、
是
以
日
小
人
易
得
而
難
使
也
、
其
使
人

必
求
備
焉
。
（
人
に
先
ん
ず
れ
ば
則
ち
之
を
啓
き
道
き
、
人
に

後
る
れ
ば
則
ち
之
を
奉
じ
相
く
。
是
を
以
て
日
く
、
君
子
は

得
難
き
も
而
し
て
使
い
易
き
な
り
。
其
の
人
を
使
う
に
之
を

器
に
す
。
小
人
は
之
に
先
ん
ず
れ
ば
、
則
ち
之
を
絆
敢
し
、

人
に
後
る
れ
ば
則
ち
之
を
暴
毀
す
。
是
を
以
て
日
く
、
小
人

は
得
易
き
も
而
し
て
使
い
難
き
な
り
。
其
の
人
を
使
う
や
必

ず
備
わ
る
を
求
む
。
）

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
是
以
日
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
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る
内
容
は
、
『
論
語
』
子
路
篇
の
「
子
日
、
君
子
易
事
而
難
説
也
。

説
之
不
以
道
、
不
説
也
、
及
其
使
人
也
、
器
之
。
小
人
難
事
而
易

説
也
。
説
之
雖
不
以
道
、
説
也
、
及
其
使
人
也
、
求
備
焉
」
と
ほ

と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。

但
し
、
『
論
語
』
で
は
、
「
君
子
は
事
え
易
き
も
説
ば
せ
難
き
な

り
」
「
小
人
は
事
え
難
き
も
説
ば
せ
易
き
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
君
子
」
（
ま
た
は
「
小
人
」
）
と
そ
れ
に
使
わ
れ
る
者
と
の
対
比

に
な
っ
て
い
る
。
部
下
か
ら
見
た
場
合
、
「
君
子
」
が
お
仕
え
し
や

す
い
上
司
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
君
子
が
「
之
を
器
に
す
」
、

つ
ま
り
決
し
て
無
理
難
題
を
押
し
つ
け
ず
、
部
下
の
器
量
に
応
じ

て
仕
事
を
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
君
子
を
喜
ば
せ
る
こ
と

が
難
し
い
の
は
、
「
之
を
説
ば
す
に
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
説
ば
ざ

る
な
り
」
、
つ
ま
り
、
君
子
に
廿
言
や
贈
賄
は
通
用
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。こ

れ
に
対
し
て
、
小
人
が
仕
え
に
く
い
と
さ
れ
る
の
は
、
小
人

が
自
分
の
こ
と
は
棚
に
上
げ
た
ま
ま
部
下
に
は
ひ
た
す
ら
無
理
難

題
を
押
し
つ
け
、
あ
る
ゆ
る
能
力
を
要
求
し
て
仕
事
の
完
璧
を
求

め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
小
人
を
喜
ば
せ
易
い
の
は
、
不
正
な

や
り
方
で
喜
ば
せ
る
こ
と
が
簡
単
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
子
路
篇
で
は
、
上
に
立
つ
者
と
そ
の
部
下
と
の

関
係
に
於
て
、
主
と
し
て
「
事
（
仕
え
る
）
」
「
説
（
喜
ば
せ
る
）
」

と
い
う
部
下
の
視
点
か
ら
そ
の
難
易
が
対
照
的
に
説
明
さ
れ
て
い

る。
一
方
、
『
従
政
』
も
「
君
子
」
と
「
小
人
」
を
対
比
す
る
と
い
う

構
図
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
君
子
が
高
く
評
価
さ
れ
る
理
由

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
君
子
は
自
分
の
能
力
や
実

績
が
他
者
よ
り
優
れ
て
い
る
場
合
、
他
者
を
見
く
び
っ
た
り
見
捨

て
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
劣
っ
た
者
に
は
道
を
開
き
、

遅
れ
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
に
指
導
し
て
や
る
。
逆
に
、
自
身
が
他

者
よ
り
劣
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
人
の
足
を
引
っ
張
っ
た
り
、

妬
ん
だ
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
を
尊
重
し
、
支
援
す
る
よ

う
努
め
る
。
君
子
は
、
人
間
関
係
に
於
て
こ
の
よ
う
な
美
点
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
（
孔
子
も
）
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
君
子
は
ど
こ
に
で
も
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
得

難
い
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
才
能
を
見
出
し
て
一
旦
登

用
す
れ
ば
、
上
司
に
と
っ
て
は
非
常
に
使
い
や
す
い
存
在
と
な
る
。

ま
た
、
そ
の
君
子
が
部
下
を
使
う
場
合
に
も
、
決
し
て
無
理
難
題

を
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
、
部
下
の
器
量
に
応
じ
た
使
い
方
を
す

る
、
と
。

一
方
、
小
人
が
批
判
さ
れ
る
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

小
人
は
他
者
に
勝
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
そ
の
優
位
を
保

っ
た
め
に
、
他
者
を
そ
の
地
位
に
つ
な
ぎ
止
め
、
そ
れ
以
上
自
分

に
近
づ
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
逆
に
他
人
に
後
れ
を
取
っ
た
場
合

に
は
、
他
人
を
蹴
落
と
す
た
め
に
彼
を
誹
謗
中
傷
す
る
。
小
人
は
、
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こ
の
よ
う
に
上
下
の
人
間
関
係
に
於
て
多
く
の
問
題
を
発
生
さ
せ

易
い
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
（
孔
子
も
）
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
小
人
を
得
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
実
際
に
登

用
し
て
み
る
と
極
め
て
使
い
辛
い
。
ま
た
、
そ
の
小
人
が
部
下
を

使
役
す
る
際
に
も
他
人
に
だ
け
は
完
璧
を
求
め
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
『
従
政
』
は
、
ま
ず
「
君
子
」
「
小
人
」
が
そ
れ

ぞ
れ
他
者
よ
り
優
れ
て
い
る
場
合
、
劣
っ
て
い
る
場
合
、
と
い
う

二
つ
の
状
況
を
仮
定
し
て
、
君
子
が
い
ず
れ
の
場
合
に
於
て
も
い

か
に
良
好
な
上
下
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
る
人
格
者
で
あ
る
か
、

ま
た
小
人
が
い
か
に
社
会
不
適
合
な
人
間
で
あ
る
か
を
説
く
。
そ

の
上
で
『
従
政
』
は
、
「
君
子
」
「
小
人
」
を
登
用
す
る
と
い
う
局

面
を
想
定
し
、
登
用
し
た
上
司
と
そ
の
人
物
（
君
子
）
と
の
関
係
、

登
用
さ
れ
た
人
物
（
君
子
）
と
そ
の
君
子
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ

た
部
下
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
論
語
』
子
路
篇
に
類
似
す
る
言
葉

を
引
用
し
つ
つ
説
明
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
、

「
君
子
」
を
見
出
す
人
物
（
君
主
）
と
登
用
さ
れ
る
べ
き
「
君
子

（
従
政
者
）
」
と
そ
の
君
子
に
仕
え
る
部
下
と
の
三
者
の
関
係
が
説

か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
『
従
政
』
の
用
例
を
参
考
に
す
る
と
、
「
君
子
」
を
「
従
政
」

者
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
従
政
者
と
は
、
具
体
的

に
は
、
国
政
を
左
右
す
る
よ
う
な
重
臣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
君

主
そ
の
人
で
は
な
い
も
の
の
、
統
治
階
層
に
あ
る
貴
族
、
と
定
義

伝
世
文
献
に
お
け
る
「
君
子
」

で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
君
子
」
理
解
は
、
前
記
の
『
季

康
子
問
於
孔
子
』
『
君
子
為
證
』
『
弟
子
問
』
に
も
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま

適
用
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
季
康
子
が
質
問
し
て
い
る
の
は
、
君

主
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
君
子
（
従
政
者
）
の
任
務
で
あ
り
、
『
君

子
為
證
』
や
『
弟
子
問
』
に
お
い
て
孔
子
が
弟
子
た
ち
に
教
示
し

て
い
る
の
も
、
従
政
者
と
し
て
の
君
子
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
君
子
」
理
解
は
、
他
の
伝
世
文
献

に
お
い
て
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
『
書
経
』
で
は
、
次
の
よ

う
な
「
君
子
」
「
小
人
」
の
対
比
が
見
え
る
。

絃
有
苗
、
昏
迷
不
恭
、
侮
慢
自
賢
、
反
道
敗
徳
、
君
子
在
野
、

小
人
在
位
。
（
虞
書
・
大
萬
膜
）

こ
れ
は
、
有
苗
の
無
道
ぶ
り
を
説
く
一
節
で
、
本
来
在
位
者
で

あ
る
筈
の
「
君
子
」
が
「
野
」
に
あ
り
、
逆
に
本
来
在
野
の
人
物

で
あ
る
筈
の
「
小
人
」
が
上
「
位
」
に
就
い
て
い
る
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
君
子
」
は
、
上
位
者
と
い
う

意
味
で
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、
君
子
の
本
来
的
な
意
味
を
率
直

に
表
し
て
い
る
用
例
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
君
子
」
本
来
の
意
味
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
『
墨
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子
』
の
用
例
も
挙
げ
ら
れ
る
。

是
故
子
墨
子
日
、
「
今
天
下
之
王
公
大
人
士
君
子
、
請
将
欲
富

其
國
家
、
衆
其
人
民
、
治
其
刑
政
、
定
其
社
稜
、
営
若
尚
同

之
不
可
不
察
、
此
之
本
也
」
。
（
尚
同
中
）

こ
の
「
王
公
大
人
士
君
子
」
も
、
為
政
者
と
し
て
の
身
分
を
表

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
に
「
君
子
」

に
相
当
す
る
の
は
、
王
や
君
主
で
は
な
く
、
卿
大
夫
士
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

「
君
子
」
が
上
位
者
を
表
す
と
い
う
点
で
は
、
次
の
『
孝
経
』

の
用
例
も
同
様
で
あ
る
。

•
子
日
、
…
…
不
在
於
善
、
而
皆
在
於
凶
徳
、
雖
得
之
、
君
子

不
貴
也
。
君
子
則
不
然
。
言
思
可
道
、
行
思
可
栗
。
徳
義
可

尊
、
作
事
可
法
、
容
止
可
観
、
進
退
可
度
、
以
臨
其
民
。
是

以
其
民
畏
而
愛
之
、
則
而
象
之
。
故
能
成
其
徳
教
、
而
行
其

政
令
。
詩
云
、
淑
人
君
子
、
其
儀
不
式
。
（
聖
治
章
）

•
子
日
、
君
子
之
教
以
孝
也
、
非
家
至
而
日
見
之
也
。
教
以
孝
、

所
以
敬
天
下
之
為
人
父
者
也
。
教
以
悌
、
所
以
敬
天
下
之
為

人
兄
者
也
。
教
以
臣
、
所
以
敬
天
下
之
為
人
君
者
也
。
詩
云
、

憔
悌
君
子
、
民
之
父
母
。
非
至
徳
、
其
執
能
順
民
如
此
其
大

者
乎
。
（
広
至
徳
章
）

前
者
で
は
、
君
子
の
言
動
が
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
説

か
れ
る
。
適
切
な
言
動
で
「
其
の
民
に
臨
」
め
ば
、
民
は
為
政
者

を
敬
愛
し
、
政
令
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
後
者
も
、

君
子
が
民
に
孝
悌
を
教
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、
詩
を
引
用

す
る
形
で
、
「
惜
悌
君
子
」
を
「
民
之
父
母
」
と
表
現
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
民
を
統
治
す
る
上
位
者
（
為
政
者
）
と
し
て
の
「
君

子
」
の
用
例
で
あ
る
。

こ
の
君
子
が
、
具
体
的
に
は
、
国
家
の
重
臣
（
卿
大
夫
ク
ラ
ス

の
人
物
）
を
表
し
、
君
主
自
体
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
同
じ
『
孝
経
』
の
中
の
次
の
よ
う
な
例
が
参

考
と
な
る
。

子
日
、
君
子
之
事
上
也
、
進
思
盛
忠
、
退
思
補
過
、
将
順
其

美
、
匡
救
其
悪
。
故
上
下
能
相
親
也
。
詩
云
、
心
乎
愛
突
、

追
不
謂
突
。
中
心
蔵
之
、
何
日
忘
之
。
（
事
君
章
）

章
名
か
ら
推
測
さ
れ
る
通
り
、
こ
こ
で
の
「
君
子
」
は
「
上
」

に
仕
え
る
立
場
の
人
物
を
指
す
。
君
主
に
仕
え
る
際
に
、
忠
（
ま

ご
こ
ろ
）
を
尽
く
し
、
ま
た
、
誤
り
を
正
す
よ
う
努
め
る
の
が
「
君

子
」
で
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
は
、
正
し
く
従
政
者
と
し
て
の
「
君

子
」
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
孔
子
の
言
説
が
最
も
多
く
見
ら
れ
る
『
論
語
』
に

お
い
て
、
「
君
子
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
橋
本
高
勝
氏
『
天
罰
か
ら
人

怨
へ
』
(
-
九
九

0
年
、
啓
文
社
）
の
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
論
語
』
の
言
説
に
つ
い
て
は
、
「
君
主
」
に
、
「
君
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子
」
た
る
こ
と
を
期
待
す
る
場
合
と
、
「
在
野
の
人
」
に
、
仕
官
す

べ
く
「
君
子
」
た
る
こ
と
を
期
待
す
る
場
合
と
を
分
け
て
見
る
必

要
が
あ
る
、
と
。
こ
の
説
は
、
「
君
子
」
の
原
義
が
君
主
で
あ
り
、

そ
れ
が
後
に
、
在
野
の
人
格
者
の
意
味
に
変
化
し
た
、
と
い
う
見

解
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
『
論
語
』
の
君
子
を
、
こ
の
よ
う
に
明
快
に
二
分
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
『
論
語
』
を
仔
細
に
検
討
し
て

み
る
と
、
む
し
ろ
、
「
従
政
者
」
と
理
解
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ

る
場
合
が
多
い
。
以
下
に
そ
う
し
た
用
例
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

①
子
謂
子
産
。
有
君
子
之
道
四
焉
。
其
行
己
也
恭
、
其
事
上
也

敬
、
其
養
民
也
恵
、
其
使
民
也
義
。
（
公
冶
長
）

②
曾
子
日
、
可
以
託
六
尺
之
孤
、
可
以
寄
百
里
之
命
、
臨
大
節

而
不
可
奪
也
。
君
子
人
典
、
君
子
人
也
。
（
泰
伯
）

③
子
路
従
而
後
。
遇
丈
人
以
杖
荷
篠
。
子
路
問
日
、
子
見
夫
子

乎
。
丈
人
日
、
四
腔
不
勤
、
五
穀
不
分
、
執
為
夫
子
。
植
其

杖
而
芸
。
子
路
批
而
立
。
止
子
路
宿
、
殺
雛
為
黍
而
食
之
、

見
其
二
子
焉
。
明
日
子
路
行
以
告
。
子
日
、
隠
者
也
。
使
子

路
反
見
之
。
至
則
行
突
。
子
路
日
、
不
仕
無
義
。
長
幼
之
節
、

不
可
駿
也
。
君
臣
之
義
、
如
之
何
其
磨
之
。
欲
緊
其
身
、
而

乱
大
倫
。
君
子
之
仕
也
、
行
其
義
也
。
道
之
不
行
、
已
知
之

突
。
（
微
子
）

日
、
君
子
信
而
後
勢
其
民
。
末
信
、
則
以
為
腐
己
也
。

信
而
後
諫
。
未
信
、
則
以
為
謗
己
也
。
（
子
張
）

⑤
子
張
問
於
孔
子
日
、
何
如
斯
可
以
従
政
突
。
子
日
、
尊
五
美
、

屏
四
悪
、
斯
可
以
従
政
突
。
子
張
日
、
何
謂
五
美
。
子
日
、

君
子
恵
而
不
費
、
努
而
不
怨
、
欲
而
不
貪
、
泰
而
不
職
、
威

而
不
猛
。
子
張
日
、
何
謂
恵
而
不
費
。
子
日
、
因
民
之
所
利

而
利
之
。
斯
不
亦
恵
而
不
費
乎
。
揮
可
努
而
努
之
、
又
誰
怨
。

欲
仁
而
得
仁
。
又
焉
貪
。
君
子
無
衆
寡
、
無
小
大
、
無
敢
慢
。

斯
不
亦
泰
而
不
緊
乎
。
君
子
正
其
衣
冠
、
尊
其
瞭
視
、
徽
然
、

人
望
而
畏
之
。
斯
不
亦
威
而
不
猛
乎
。
子
張
日
、
何
謂
四
悪
。

子
日
、
不
教
而
殺
、
謂
之
虐
。
不
戒
視
成
、
謂
之
暴
。
慢
令

致
期
、
謂
之
賊
。
猶
之
典
人
也
、
出
納
之
吝
、
謂
之
有
司
。

（
発
日
）

①
は
鄭
の
子
産
に
つ
い
て
の
論
評
で
あ
る
。
孔
子
が
君
子
の
要

件
を
四
つ
挙
げ
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
子
産
を
君
子
と
し
て
顕

彰
す
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
②
は
、
「
六
尺
之
孤
」
す
な
わ
ち
幼

少
の
君
主
を
託
す
る
に
足
る
よ
う
な
人
物
が
君
子
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
も
、
摂
政
の
務
め
を
果
た
す
こ
と
の
で
き
る
重
臣

を
想
定
し
た
発
言
で
あ
ろ
う
。
③
は
隠
者
に
遭
遇
し
た
子
路
が
、

そ
の
隠
者
を
論
評
し
て
、
そ
の
よ
う
な
隠
遁
生
活
は
社
会
性
を
欠

い
て
お
り
、
君
子
た
る
者
が
出
仕
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
社
会
の

大
義
を
行
お
う
と
す
る
か
ら
だ
、
と
説
く
。
こ
の
発
言
の
前
提
に

も
、
政
治
的
世
界
で
活
躍
す
る
人
物
が
君
子
で
あ
る
、
と
の
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が
存
在
し
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
従
政
者
と
し
て
の
君
子
像
が
よ
り
明
瞭
な
の
は
、
④

と
⑤
の
用
例
で
あ
る
。
④
で
は
、
ま
ず
、
君
子
が
人
々
の
信
任
を

得
た
後
で
民
を
使
役
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
に
続
い
て
、
「
信
じ
ら
れ
て
而
る
後
に
諫
む
」
と
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
君
子
は
、
民
を
治
め
る
為
政
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
上

司
に
お
仕
え
す
る
臣
下
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
従
政
者
と
し
て
の

君
子
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

す
な
わ

ま
た
、
⑤
も
子
張
が
孔
子
に
「
何
如
な
れ
ば
斯
ち
以
て
政
に
従

う
べ
き
か
」
と
問
い
、
孔
子
は
そ
れ
に
答
え
て
、
「
五
美
を
尊
び
、

の
ぞ

四
悪
を
屏
」
く
と
い
う
要
件
を
挙
げ
る
が
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、

む
さ
ぽ

「
君
子
は
恵
に
し
て
費
や
さ
ず
、
労
し
て
怨
み
ず
、
欲
し
て
も
貪

ら
ず
」
の
よ
う
に
、
そ
の
要
件
を
、
君
子
の
様
態
と
し
て
説
明
を

加
え
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
君
子
は
「
従
政
」
者
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
君
子
を
、
明
ら
か
に
君
主
と
し
て
理
解
で
き
る
用
例
は
、

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
（
注
6
)
。
ま
た
、
『
論
語
』
の
君
子
が
単
な
る

在
野
の
人
格
者
を
指
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

一
見
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
用
例
も
、
む
し
ろ
、
右
の
よ
う
な

「
従
政
者
」
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
実
は
、
他
学
派
か
ら
の
儒
家
批
判
に
よ
っ
て
も
検
証
で
き
る
。

そ
こ
で
、
『
墨
子
』
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

又

日

、

撃

之

則

鳴

、

弗

撃

不

鳴

」

。

應

之

日

、

「
夫
仁
人
事
上
喝
忠
、
事
親
得
孝
、
務
善
則
美
、
有
過
則
諫
、

此
為
人
臣
之
道
也
。
今
撃
之
鳴
‘
弗
撃
不
鳴
、
隠
知
豫
力
、

括
漠
待
問
而
後
封
、
雖
有
君
親
之
大
利
、
弗
問
不
言
、
若
将

有
大
寇
乱
、
盗
賊
賭
作
、
若
機
辟
将
骰
也
、
他
人
不
知
、
己

獨
知
之
、
雖
其
君
親
皆
在
、
不
問
不
言
。
是
夫
大
乱
之
賊
也
。

以
是
為
人
臣
不
忠
、
為
子
不
孝
、
事
兄
不
弟
、
交
、
遇
人
不

貞
良
。
夫
執
後
不
言
之
朝
物
、
見
利
使
己
雖
恐
後
言
、
君
若

言
而
未
有
利
焉
、
則
高
挑
下
視
、
會
喧
為
深
、
日
、
『
唯
其
未

之
學
也
』
。
用
誰
急
、
遺
行
遠
突
。
夫
一
道
術
學
業
仁
義
者
、

皆
大
以
治
人
、
小
以
任
官
、
遠
施
周
偏
、
近
以
脩
身
、
不
義

不
慮
、
非
理
不
行
、
務
興
天
下
之
利
、
曲
直
周
旋
、
利
則
止
、

此
君
子
之
道
也
。
以
所
聞
孔
某
之
行
、
則
本
典
此
相
反
謬
也
」
。

（
非
儒
下
）

「
君
子
は
鐘
の
よ
う
な
も
の
で
、
撃
た
れ
れ
ば
鳴
り
、
撃
た
れ

な
け
れ
ば
鳴
ら
な
い
」
と
い
う
儒
家
の
言
葉
を
捉
え
て
、
墨
家
は

厳
し
い
儒
家
批
判
を
展
開
す
る
。

そ
も
そ
も
上
位
者
に
お
仕
え
し
て
忠
を
尽
く
し
、
親
に
仕
え
て

孝
を
尽
く
す
と
き
に
、
善
を
讃
え
、
過
失
が
あ
れ
ば
諫
め
る
、
と

い
う
の
が
人
臣
た
る
者
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
撃
た
れ
れ

ば
鳴
り
、
撃
た
れ
な
け
れ
ば
鳴
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
極
め
て
消

極
的
な
態
度
で
、
余
力
を
隠
し
、
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
し
て
い
る
と
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は
言
え
な
い
。

こ
の
墨
家
の
言
は
、
「
君
子
」
が
「
人
臣
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
墨
家
は
、
君
主
や
在
野
の
人
格
者
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
朝
廷
に
あ
っ
て
君
主
の
下
問
を

受
け
る
よ
う
な
臣
下
を
想
定
し
て
儒
家
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

の
墨
家
の
言
か
ら
も
、
儒
家
の
君
子
が
従
政
者
と
し
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
儒
家
集
団
は
、
他
国
の
重
臣
と

し
て
採
用
さ
れ
、
国
政
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
家
の
理

想
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
君
子
の
要
件
と
し
て
、

特
に
「
義
」
が
重
視
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

•
子
日
、
君
子
之
於
天
下
也
、
無
適
也
、
無
莫
也
。
義
之
奥
比
。

（
里
仁
）

•
子
日
、
君
子
喩
於
義
、
小
人
喩
於
利
。
（
里
仁
）

•
子
日
、
君
子
義
以
為
質
、
證
以
行
之
、
孫
以
出
之
、
信
以
成

之
。
君
子
哉
。
（
衛
霊
公
）

•
子
路
日
、
君
子
尚
勇
乎
。
子
日
、
君
子
義
以
為
上
。
君
子
有

勇
而
無
義
、
為
乱
。
小
人
有
勇
而
無
義
、
為
盗
。
（
陽
貨
）

•
子
路
日
、
不
仕
無
義
。
長
幼
之
節
、
不
可
限
也
。
君
臣
之
義
、

如
之
何
其
隔
之
。
欲
繋
其
身
、
而
乱
大
倫
。
君
子
之
仕
也
、

行
其
義
也
。
道
之
不
行
、
已
知
之
突
。
（
微
子
）

こ
の
「
義
」
は
、
単
な
る
正
義
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、
儒
家

の
考
え
る
理
想
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
儒
家
は
他
国
に
仕

官
し
、
従
政
者
と
な
る
に
際
し
、
そ
の
国
や
君
に
殉
ず
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
儒
家
の
理
想
で
あ
る
「
義
」
を
尊
重
す
る
。
君

子
の
要
件
と
し
て
「
義
」
が
尊
重
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
儒
家

の
在
り
方
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
『
論
語
』
に
は
、
儒
者
自
身
が
「
君
子
」
す
な
わ
ち
「
従

政
者
」
と
な
っ
て
国
政
に
参
与
す
る
、
と
い
う
意
識
が
反
映
し
て

い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
君
子
」
と
孔
子

そ
れ
で
は
、
儒
家
に
と
っ
て
、
結
局
、
「
君
子
」
と
は
、
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
改
め
て
、
『
論
語
』
の
君
子
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

『
論
語
』
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
特
定
の
他
者
を
想
定
し
て
君
子

と
言
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

①
子
謂
子
賤
。
君
子
哉
、
若
人
。
魯
無
君
子
者
、
斯
焉
取
斯
゜

（
公
冶
長
）

②
子
謂
子
産
。
有
君
子
之
道
四
焉
。
其
行
己
也
恭
、
其
事
上
也

敬
、
其
養
民
也
恵
、
其
使
民
也
義
。
（
公
冶
長
）

③
曾
子
有
疾
。
孟
敬
子
問
之
。
曾
子
言
日
、
鳥
之
将
死
、
其
嗚

也
哀
。
人
之
賭
死
、
其
言
也
善
。
君
子
所
貴
乎
道
者
三
。
動
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容
貌
、
斯
遠
暴
慢
突
。
正
顔
色
、
斯
近
信
癸
。
出
辟
氣
、
斯

遠
郡
倍
突
。
嬉
豆
之
事
、
則
有
司
存
。
（
泰
伯
）

④
司
馬
牛
憂
日
、
人
皆
有
兄
弟
。
我
獨
亡
。
子
夏
日
、
商
聞
之

突
。
死
生
有
命
、
富
貴
在
天
。
君
子
敬
而
無
失
、
典
人
恭
而

有
證
、
四
海
之
内
、
皆
兄
弟
也
。
君
子
何
患
乎
無
兄
弟
也
。

（
顔
淵
）

⑤
南
宮
造
問
於
孔
子
日
、
奔
善
射
、
募
盪
舟
、
倶
不
得
其
死
然
。

萬
稜
射
稼
而
有
天
下
。
夫
子
不
答
。
南
宮
造
出
。
子
日
、
君

子
哉
、
若
人
。
尚
徳
哉
、
若
人
。
（
憲
問
）

⑥
子
日
、
直
哉
、
史
魚
。
邦
有
道
如
矢
、
邦
無
道
如
矢
。
君
子

哉
、
蓬
伯
玉
。
邦
有
道
則
仕
、
邦
無
道
則
可
巻
而
懐
之
。
（
衛

霊
公
）

①
は
、
弟
子
の
子
賤
を
「
君
子
な
る
か
な
、
若
く
の
ご
と
き
人
」

と
孔
子
が
評
し
て
い
る
。
子
賤
は
、
孔
子
の
弟
子
で
、
魯
の
単
父

と
い
う
地
の
宰
（
長
官
）
と
な
り
善
政
を
布
い
た
と
さ
れ
る
。
ま

さ
に
従
政
者
の
典
型
と
言
え
る
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
直
接
的

な
表
現
は
⑤
⑥
に
も
見
え
る
。
⑤
は
南
宮
造
に
対
し
て
孔
子
が
「
君

子
な
る
か
な
、
若
く
の
ご
と
き
人
」
と
評
し
て
い
る
。
⑥
は
衛
の

大
夫
蓮
伯
玉
に
つ
い
て
、
孔
子
が
「
君
子
な
る
か
な
、
蓮
伯
玉
」

と
、
そ
の
出
処
進
退
の
様
を
評
価
し
て
い
る
。

②
は
先
述
の
通
り
、
鄭
の
子
産
を
顕
彰
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

③
は
重
病
に
か
か
っ
た
曾
子
を
、
魯
の
重
臣
で
あ
る
孟
敬
子
が
見

舞
っ
た
際
、
曾
子
が
そ
の
孟
敬
子
に
対
し
て
、
貴
殿
の
よ
う
な
君

子
は
人
の
道
に
お
い
て
貴
ぶ
所
の
者
が
三
つ
あ
り
ま
す
、
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
④
は
、
兄
弟
が
い
な
い
こ
と
を
憂
え
る
司
馬
牛

に
対
し
て
、
子
夏
が
、
君
子
は
ど
う
し
て
兄
弟
が
い
な
い
こ
と
を

憂
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
③
④
は
と
も
に
間
接
的

な
が
ら
、
孟
敬
子
や
司
馬
牛
を
君
子
と
捉
え
た
発
言
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
論
語
』
の
中
で
は
、
特
定
の
人
物
を
名
指
し
し

て
、
あ
る
い
は
、
あ
る
人
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
「
君
子
」
と
呼
ぶ

場
合
が
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
優
れ
た
弟
子
や
他
国
の
重
臣
で
あ

っ
た
。そ

れ
で
は
、
孔
子
自
身
は
、
君
子
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
『
論
語
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
、
孔

子
が
自
ら
を
「
君
子
」
に
は
及
ば
な
い
と
明
言
し
て
い
る
箇
所
が

あ
る
。①

子
日
、
文
莫
吾
猶
人
也
。
射
行
君
子
、
則
吾
未
之
有
得
。
（
述

而）

②
大
宰
問
於
子
貢
日
、
夫
子
聖
者
典
。
何
其
多
能
也
。
子
貢
日
、

固
天
縦
之
将
聖
、
又
多
能
也
。
子
聞
之
日
、
大
宰
知
我
乎
。

吾
少
也
賤
。
故
多
能
郡
事
。
君
子
多
乎
哉
、
不
多
也
。
（
子
竿
）

③
子
日
、
先
進
於
證
柴
、
野
人
也
。
後
進
於
證
柴
、
君
子
也
。

如
用
之
、
則
吾
従
先
進
。
（
先
進
）

④
子
日
、
君
子
道
者
三
。
我
無
能
焉
。
仁
者
不
憂
、
知
者
不
惑
、

(12) 



勇
者
不
憚
。
子
貢
日
、
夫
子
自
道
也
。
（
憲
問
）

①
は
、
孔
子
が
「
射
ら
君
子
た
る
を
行
う
は
、
則
ち
吾
れ
未
だ

之
を
得
る
有
ら
ず
」
と
、
君
子
と
し
て
の
実
践
が
自
分
に
は
で
き

て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
②
は
、
「
郡
事
」
に
「
多
能
」
で
あ
る

こ
と
を
椰
楡
さ
れ
た
孔
子
が
、
自
分
は
幼
少
の
頃
貧
し
か
っ
た
の

で
、
多
芸
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
君
子
は
決
し
て
多
能
で
あ
る
必

要
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
③
は
、
周
王
朝
初
期
の
頃
の
礼
楽
と

後
世
の
礼
楽
と
を
比
較
し
、
前
者
は
素
朴
、
後
者
は
君
子
（
洗
練

さ
れ
て
い
る
）
で
あ
り
、
孔
子
自
身
は
前
者
の
素
朴
な
在
り
方
を

尊
重
し
た
い
と
宣
言
す
る
。
④
は
、
君
子
の
道
に
は
大
切
な
も
の

が
三
つ
あ
る
が
、
孔
子
自
身
は
そ
の
い
ず
れ
も
満
足
に
で
き
な
い

と
述
べ
て
い
る
（
注
7
)
°
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
孔
子
自
身
が
自
ら

を
君
子
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
論
語
』
の
中
に
は
、
他
者
が
、
孔
子
を
「
君
子
」

で
あ
る
と
想
定
し
て
発
言
し
て
い
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
。

①
儀
封
人
請
見
日
、
君
子
之
至
於
斯
也
、
吾
未
嘗
不
得
見
也
。

従
者
見
之
。
出
日
、
二
三
子
何
患
於
喪
乎
。
天
下
之
無
道
也

久
突
。
天
賭
以
夫
子
為
木
鐸
。
（
八
伶
）

②
陳
司
敗
問
。
昭
公
知
證
乎
。
孔
子
日
、
知
證
°
孔
子
退
。
揖

巫
馬
期
而
進
之
日
、
吾
聞
、
君
子
不
黛
。
君
子
亦
黛
乎
。
君

取
於
呉
為
同
姓
。
謂
之
呉
孟
子
。
君
而
知
證
、
執
不
知
證
゜

巫
馬
期
以
告
。
子
日
、
丘
也
幸
。
荀
有
過
、
人
必
知
之
。
（
述

而）

③
在
陳
絶
糧
。
従
者
病
、
莫
能
興
。
子
路
憔
見
日
、
君
子
亦
有

窮
乎
。
子
日
、
君
子
固
窮
。
小
人
窮
、
斯
濫
突
。
（
衛
霊
公
）

④
陳
充
問
於
伯
魚
日
、
子
亦
有
異
聞
乎
。
封
日
、
未
也
。
嘗
獨

立
。
鯉
趨
而
過
庭
。
日
、
學
詩
乎
。
封
日
、
未
也
。
不
學
詩
、

無
以
言
。
鯉
退
而
學
詩
。
他
日
、
又
獨
立
。
鯉
趨
而
過
庭
。

日
、
學
證
乎
。
封
日
、
未
也
。
不
學
證
、
無
以
立
。
鯉
退
而

學
證
。
聞
斯
二
者
。
陳
充
退
而
喜
日
、
問
一
得
三
。
聞
詩
、

聞
證
、
又
聞
君
子
之
遠
其
子
也
。
（
季
氏
）

⑤
佛
眸
召
。
子
欲
往
。
子
路
日
、
昔
者
由
也
、
聞
諸
夫
子
。
日
、

親
於
其
身
為
不
善
者
、
君
子
不
入
也
。
佛
眸
以
中
牟
畔
。
子

之
往
也
、
如
之
何
。
子
日
、
然
、
有
是
言
也
。
不
日
堅
乎
。

磨
而
不
碑
。
不
日
白
乎
。
涅
而
不
細
。
吾
登
鞄
瓜
也
哉
。
焉

能
繋
而
不
食
。
（
陽
貨
）

⑥
子
貢
日
、
君
子
亦
有
悪
乎
。
子
日
、
有
悪
。
悪
稲
人
之
悪
者
。

悪
居
下
流
而
訛
上
者
。
悪
勇
而
無
證
者
。
悪
果
敢
而
窒
者
。

日
、
賜
也
、
亦
有
悪
乎
。
悪
微
以
為
知
者
。
悪
不
孫
以
為
勇

者
。
悪
評
以
為
直
者
。
（
陽
貨
）

①
は
、
衛
国
の
儀
邑
の
出
入
国
管
理
官
（
封
人
）
で
あ
っ
た
人

こ
こ

物
が
、
孔
子
一
行
に
面
会
し
た
い
と
思
い
、
「
君
子
の
斯
に
至
る

や
、
吾
未
だ
嘗
て
見
ゆ
る
を
得
ず
ん
ば
あ
ら
ず
（
私
は
君
子
が
こ

の
地
に
お
見
え
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
必
ず
お
目
に
か
か
っ
て
い
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る

の

で

す

）

」

と

述

べ

た

。

で

の

言
で
あ
ろ
う
。
②
は
、
陳
の
司
法
大
臣
（
陳
司
敗
）
が
、
魯
の
昭

公
を
庇
っ
た
孔
子
を
評
し
て
、
「
君
子
は
党
せ
ず
（
仲
間
最
贋
を
し

な
い
）
」
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
君
子
（
孔
子
）
も
庇
う
の

で
す
か
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
や
や
皮
肉
な
表
現
で
は
あ
る
が
、

前
提
に
は
、
孔
子
を
君
子
と
す
る
意
識
が
あ
ろ
う
。
③
は
、
孔
子

一
行
が
陳
で
七
日
間
も
食
料
を
絶
た
れ
る
と
い
う
困
難
に
陥
っ
た

際
、
子
路
が
「
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
有
る
か
」
と
詰
問
し
、

孔
子
が
「
君
子
固
よ
り
窮
す
」
と
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
子
路
の

口
吻
は
、
「
君
子
」
を
孔
子
に
言
い
換
え
て
も
充
分
に
通
用
す
る
で

あ
ろ
う
。

④
は
、
陳
充
が
孔
子
の
子
の
伯
魚
に
、
孔
子
の
教
育
に
つ
い
て

質
問
し
た
も
の
で
あ
る
。
伯
魚
の
答
え
に
陳
充
は
喜
ん
で
、
「
一
を

問
い
て
三
を
得
た
り
。
詩
を
聞
き
、
礼
を
聞
き
、
又
君
子
の
其
の

子
を
遠
ざ
く
る
を
聞
け
り
」
と
述
べ
た
。
こ
の
「
君
子
」
と
は
「
其

の
子
（
伯
魚
）
」
の
父
で
あ
る
孔
子
に
他
な
ら
な
い
。
⑤
は
、
晋
の

ひ
つ
き
っ

大
夫
で
あ
る
佛
眸
が
孔
子
を
招
聘
し
、
孔
子
が
そ
れ
に
応
じ
よ
う

と
し
た
際
、
子
路
が
そ
れ
を
不
満
に
思
い
、
「
親
ら
其
の
身
に
於

て
不
善
を
為
す
者
に
は
、
君
子
は
入
ら
ず
」
と
以
前
先
生
か
ら
お

う
か
が
い
し
ま
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
右
の
③
同
様
、

子
路
の
孔
子
に
対
す
る
不
満
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
導
い
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
同
様
に
⑥
も
、
弟
子
が
孔
子
に
質
問
す
る
際
、

子

（

先

生

）

い

で

あ

ろ

う

。

も
亦
た
悪
む
こ
と
一
」
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

一
般
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
質
問
で
は
な
く
、
先
生
も
人
を
憎
む

こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
と
れ
よ

{
つ
（
注

8
)
0

こ
の
よ
う
に
、
の
中
に
は
、
他
者
が
、
孔
子
を

で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
が
、
実
は
、
孔
子
自

身
が
自
ら
を
「
君
子
」
だ
と
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
用
例
も

存
在
す
る
。

①
子
日
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。
有
朋
自
遠
方
束
、
不
亦

築
乎
。
人
不
知
而
不
憔
、
不
亦
君
子
乎
。
（
学
而
）

②
子
欲
居
九
夷
。
或
日
、
晒
。
如
之
何
。
子
日
、
君
子
居
之
、

何
防
之
有
。
（
子
竿
）

③
子
路
日
、
衛
君
待
子
而
為
政
、
子
将
羹
先
。
子
日
、
必
也
正

名
乎
。
子
路
日
、
有
是
哉
、
子
之
迂
也
。
築
其
正
。
子
日
、

野
哉
、
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
閑
如
也
。
名
不
正
、

則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
證
楽
不
興
。

證
栗
不
興
、
則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
錯
手
足
。

故
君
子
名
之
、
必
可
言
也
。
言
之
、
必
可
行
也
。
君
子
於
其

言
、
無
所
荀
而
已
突
。
（
子
路
）

①
に
つ
い
て
は
、
玩
元
が
孔
子
自
身
に
つ
い
て
述
べ
た
章
で
あ

る
と
説
く
の
が
参
考
に
な
る
（
注
9
)
o

「
人
知
ら
ず
し
て
憔
み
ず
」
と
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い
う
「
君
子
」
の
姿
は
孔
子
の
人
生
そ
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
る
。
②
は
、
乱
世
を
嘆
い
て
、
い
っ
そ
夷
秋
の
地
に
で
も
行
こ

う
か
と
述
べ
た
孔
子
が
、
た
と
え
蛮
夷
の
地
で
あ
ろ
う
と
も
「
君

子
」
が
そ
こ
に
住
め
ば
、
周
囲
を
感
化
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ど
う

し
て
野
卑
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
蛮
夷

の
地
に
住
む
と
い
う
「
君
子
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
孔
子
自
身
を

想
定
し
て
言
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
③
は
、
孔
子
が
、
政
治
で
ま

ず
着
手
す
べ
き
こ
と
は
「
名
を
正
」
す
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
そ

の
理
由
と
し
て
、
「
君
子
之
を
名
づ
く
れ
ば
、
必
ず
言
う
べ
し
。
之

を
行
う
べ
し
。
君
子
は
其
の
言
に
於
て
、
荀
く
も
す
る
所
無
き
の

み
」
と
「
正
名
」
が
政
事
の
最
重
要
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

こ
こ
で
も
、
仮
定
で
は
あ
る
が
、
「
正
名
」
を
実
践
し
よ
う
と
す
る

「
君
子
」
と
は
孔
子
自
身
に
他
な
ら
な
い
（
注
1
0
)
0

こ
の
よ
う
に
、
『
論
語
』
の
中
に
は
、
孔
子
が
自
ら
を
君
子
で
あ

る
と
示
唆
し
て
い
る
言
説
も
見
ら
れ
、
前
記
の
諸
用
例
と
も
併
せ

考
え
る
と
、
当
時
の
儒
家
集
団
や
『
論
語
』
の
撰
者
・
読
者
に
と

っ
て
、
君
子
と
孔
子
と
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
見
え
て
い
た
可
能
性
は

充
分
に
考
え
ら
れ
る
（
注
11)
。
孔
子
の
弟
子
・
門
人
た
ち
は
、
こ
う

し
た
君
子
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
、
自
ら
が
君
子
た
る
こ
と

を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
従
政
者
と
し
て
の
君
子
、
お
よ
び
具
体
的

に
は
孔
子
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
君
子
は
、
後
世
に
も
継
承
さ
れ
て
い

く
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
孟
子
』
で
は
、
「
孟
子
日
、
君
子
之
尼
（
厄
）
於
陳

察
之
間
、
無
上
下
之
交
也
」
と
、
陳
察
の
間
で
困
窮
し
た
孔
子
を

指
し
て
君
子
と
称
し
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
『
論
語
』
衛
霊
公

篇
の
用
例
と
同
様
で
あ
る
。
後
の
儒
家
に
と
っ
て
も
、
君
子
と
は

他
な
ら
ぬ
孔
子
そ
の
人
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
注
1
2
)
0

本
稿
で
は
、
戦
国
楚
簡
に
頻
出
す
る
「
君
子
」
の
用
例
を
検
討

し
、
併
せ
て
『
論
語
』
を
初
め
と
す
る
伝
世
儒
家
系
文
献
に
お
け

る
「
君
子
」
の
意
味
に
つ
い
て
再
考
を
加
え
て
き
た
。

儒
家
系
文
献
で
し
ば
し
ば
「
君
子
」
が
重
要
な
話
題
の
一
っ
と

さ
れ
、
そ
れ
ら
が
政
治
的
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の

は
、
儒
家
集
団
自
身
の
意
識
・
活
動
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
「
君
子
」
と
は
、
単
に
、
人
格
者
を
理
念
型
と
し
て
提

示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
儒
家
自
身
の
切
実
な
問
題
と
し
て
追
求

さ
れ
た
「
従
政
者
」
像
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
「
君

子
」
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
孔
子
の
姿
が
強
く
意
識
さ
れ

て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
（
注
1
3
)
0

結

語
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(
1
)
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
竹
簡
の
連
接
に
つ
い
て
は
、
福
田
哲
之
氏

「
上
博
楚
簡
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
編
聯
と
構
成
」
（
『
戦
国
楚
簡

研
究
二

0
0六
』
〈
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
第
四
一
号
〉
、
二

O

0
六
年
）
に
詳
細
な
分
析
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
け
る
竹
簡
の
排

列
は
、
氏
の
分
析
に
基
づ
く
。
な
お
以
下
、
0
1
.
0
2
な
ど
の
数
字
は

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
の
釈
文
が
示
す
竹
簡
番
号
、
？
は

同
釈
文
が
未
詳
と
す
る
難
読
字
、
【
】
は
欠
字
を
補
っ
た
箇
所
で
あ

る。

(
2
)
『
君
子
為
證
』
に
つ
い
て
は
、
浅
野
裕
一
氏
「
上
博
楚
簡
『
君
子
為

證
』
と
孔
子
素
王
説
」
（
『
戦
国
楚
簡
研
究
二

0
0
六
』
〈
『
中
国
研
究

集
刊
』
別
冊
特
集
第
四
一
号
〉
、
二

0
0六
年
）
に
詳
し
い
分
析
が
見

ら
れ
る
。
以
下
の
訓
読
は
、
基
本
的
に
氏
の
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
。

(
3
)
原
釈
文
は
、
「
宰
我
問
君
子
。
日
」
に
作
る
が
、
李
天
虹
氏
「
《
上

博
（
五
）
》
零
識
三
則
」
（
武
漢
大
学
簡
吊
網
、
二

0
0
六
年
二
月
二

十
六
日
）
は
、
こ
の
「
子
」
の
右
下
に
僅
か
に
見
え
る
短
横
二
」

が
句
読
符
号
で
は
な
く
、
重
文
号
で
あ
る
と
し
、
「
宰
我
問
君
子
。
子

日
」
と
釈
読
す
る
。
本
稿
で
も
そ
の
説
に
従
っ
た
。

(
4
)
第
十
一
簡
と
第
二
十
四
簡
の
接
続
に
つ
い
て
は
、
陳
剣
氏
「
談
談

話
《
上
博
（
五
）
》
的
竹
簡
分
篇
、
併
合
与
篇
聯
問
題
」
（
簡
吊
網
、
ニ

0
0六
年
二
月
十
九
日
）
の
説
に
従
っ
た
。

注

(
5
)
上
博
楚
簡
『
従
政
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中

国
思
想
ー
上
博
楚
簡
研
究
ー
』
（
浅
野
裕
一
編
、
汲
古
書
院
、
二

0
0

五
年
）
第
三
章
•
第
四
章
、
お
よ
び
拙
著
『
戦
國
楚
簡
典
秦
簡
之
思
想

史
研
究
』
（
台
湾
・
万
巻
楼
、
二
0
0
六
年
）
第
四
章
•
第
五
章
参
照
。

(
6
)
但
し
、
微
子
篇
の
「
周
公
謂
魯
公
日
、
君
子
不
施
其
親
、
不
使
大

臣
怨
乎
不
以
、
故
薔
無
大
故
、
則
不
棄
也
。
無
求
備
於
一
人
（
周
公も

ち

魯
公
に
謂
い
て
日
く
、
君
子
は
其
の
親
を
施
て
ず
、
大
臣
を
し
て
以

い
ら
れ
ざ
る
を
怨
ま
し
め
ず
、
故
旧
大
故
無
け
れ
ば
、
則
ち
棄
て
ざ

る
な
り
。
備
わ
ら
ん
こ
と
を
一
人
に
求
む
る
無
か
れ
）
」
に
は
や
や
注
意

を
要
す
る
。
こ
れ
は
周
公
が
、
魯
の
君
主
と
な
っ
て
赴
任
す
る
子
の
伯

禽
に
対
し
て
、
「
君
子
」
の
心
構
え
を
説
い
た
も
の
で
、
親
族
を
忘
れ

る
な
、
大
臣
に
対
し
て
は
、
自
分
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
恨
ま
れ
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
云
々
、
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
用
例
は
、
「
君
子
」
を
「
君
主
」
と
し
て
理
解
で
き
る

箇
所
で
あ
る
が
、
孔
子
や
弟
子
た
ち
の
言
説
で
は
な
く
、
例
外
と
考
え

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
7
)
但
し
、
こ
の
直
後
に
「
子
貢
日
、
夫
子
自
道
也
」
と
あ
る
。
こ
の

解
釈
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
異
説
が
あ
る
が
、
先
生
は
自
ら
の
こ
と

を
謙
遜
し
て
お
っ
し
や
っ
て
い
る
の
だ
（
つ
ま
り
、
先
生
は
君
子
に
他

な
ら
な
い
）
と
い
う
理
解
も
あ
る
。
孔
子
と
君
子
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

(
8
)
朱
子
『
論
語
集
注
』
に
「
勇
無
證
、
則
為
乱
。
果
而
窒
、
則
妄
作
。
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故
夫
子
悪
之
」
と
注
し
、
「
悪
」
む
の
は
「
夫
子
」
で
あ
る
と
説
く
。

(
9
)
『
寧
経
室
集
』
に
、
「
人
不
知
者
、
世
之
天
子
諸
侯
皆
不
知
孔
子
、

而
道
不
行
也
。
不
檻
者
、
不
患
無
位
也
。
學
在
孔
子
、
位
在
天
命
。
天

命
既
無
位
、
則
世
人
必
不
知
突
、
此
何
懺
之
有
乎
。
孔
子
五
十
而
知
天

命
者
、
此
也
。
此
章
三
節
皆
孔
子
一
生
事
賞
、
故
弟
子
論
撰
之
時
、
以

此
冠
二
十
篇
之
首
也
。
二
十
篇
之
終
日
、
不
知
命
、
無
以
為
君
子
、
奥

此
始
終
相
應
也
」
と
あ
る
。

(10)
朱
子
『
論
語
集
注
』
は
、
こ
の
君
子
を
孔
子
と
捉
え
、
「
夫
子
為
政
、

而
以
正
名
為
先
」
と
注
す
る
。

(11)
こ
の
他
、
郷
党
篇
の
「
君
子
不
以
紺
諏
飾
」
に
対
し
て
、
朱
子
『
論

語
集
注
』
は
、
「
君
子
、
謂
孔
子
」
と
注
す
る
。

(12)
こ
う
し
た
君
子
の
理
解
は
、
戦
国
楚
簡
に
お
い
て
も
検
証
で
き
る
。

筆
者
は
先
に
、
郭
店
楚
簡
『
六
徳
』
に
見
え
る
「
君
子
」
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
。
郭
祈
氏
は
、
郭
店
楚
簡
の
内
の
『
成
之
聞
之
』
に
つ
い

て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
「
君
子
」
が
子
思
を
指
す
と
推
測
し
た
が
、
そ

れ
は
、
『
六
徳
』
『
成
之
聞
之
』
を
含
む
郭
店
楚
簡
儒
家
系
文
献
が
子
思

学
派
ま
た
は
思
孟
学
派
の
著
作
だ
か
ら
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
仮
説
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
伝
世
文
献
や
郭
店
楚
簡
『
成
之
聞

之
』
『
忠
信
之
道
』
な
ど
と
の
関
係
に
も
留
意
し
て
、
そ
こ
で
説
か
れ

て
い
る
「
君
子
」
が
、
そ
れ
ら
の
著
作
者
お
よ
び
読
者
に
と
っ
て
、
他

な
ら
ぬ
孔
子
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
拙
著
『
戦
國
楚
簡
奥
秦
簡
之
思
想
史
研
究
』
（
台
湾
・
万

巻
楼
、
二

0
0六
年
）
第
三
章
参
照
。

(13)
な
お
、
念
の
た
め
付
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
君
子
の
理
解
が
す
べ

て
の
資
料
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
伝
世
儒
家
系
文
献
に
数
多
く

見
ら
れ
る
君
子
の
用
例
の
中
に
は
、
抽
象
的
す
ぎ
て
、
ど
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
る
べ
き
か
判
断
に
苦
し
む
も
の
も
多
数
あ
る
。
た
だ
、

従
来
の
「
君
子
」
理
解
が
、
や
や
道
徳
・
人
格
と
い
っ
た
側
面
に
偏
重

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
反
省
を
ふ
ま
え
、
こ
こ
で
は
、
戦
国
楚

簡
を
手
が
か
り
と
し
て
、
「
従
政
者
」
と
い
う
性
格
を
指
摘
し
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
従
政
者
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
道
徳
性
を
備
え

た
人
格
者
で
あ
る
。
不
道
徳
な
人
間
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
。
た
だ
、
そ
れ
以
前
に
、
「
君
子
」
の
原
義
で
あ
る
地
位
・
身
分
（
国

政
を
左
右
で
き
る
よ
う
な
地
位
の
貴
族
）
と
い
う
理
解
を
閑
却
し
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
本
稿
で
は
、
儒
家
系
文
献
に
お
い
て
、
そ

の
君
子
の
具
体
像
が
孔
子
像
と
重
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

可
能
性
を
指
摘
し
た
。
た
だ
、
孔
子
は
、
そ
の
素
王
説
が
象
徴
す
る
よ

う
に
、
後
に
、
君
子
を
越
え
て
「
聖
人
」
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
く
。

本
稿
で
は
、
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
孔
子

が
「
聖
人
」
化
さ
れ
て
い
く
基
盤
の
―
つ
が
、
す
で
に
こ
う
し
た
「
君

子
」
理
解
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(17) 


